
「国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用に供する場合の取扱いについて」
（平成13年9月7日付け13林国業第65号林野庁長官通知）の一部改正について

民間事業者が行う自然エネルギーを利用した発電事業の売電に係る要件について

○現行

(50)

全発生量(100)

一般電気事業者への電力供給量

(50超)

自家消費量

(50未満)

電力供給量

(50)

※一般電気事業者に５０％以上を売電していれば、他事業者に売電することが可能となった。
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